
  

 

ナンバープレート記念所蔵を希望される方へ 

 
一般社団法人函館地区自家用自動車協会 

 

運輸支局において住所変更、名義変更、抹消又はナンバープレートの交換申請

等の手続きを行う際、それまで車両に取り付けられていたナンバープレートに

穴をあけて記念に所持することができます。 

 

函館地区自家用自動車協会では、有料にて、ナンバープレートへの穴開けを承

っておりますので、ナンバープレートの返納を伴う手続きに運輸支局等へ来所

された際は、登録手続きの前に協会窓口へ申し出ください。 

 

《費 用》 

 １ 記念所蔵用ナンバープレート破壊手数料 

― 登録番号１件 ２枚 まで）につき５５０円 

枚 切断面保護用ホールキャップ ― １個 ４５０円 

 

 

協会窓口では、 

１ 記念所蔵をするナンバープレートと引き換えに廃棄番号回収証明書 

２記念所蔵の押印あり）を発行します。 

  ※ 運輸支局での登録手続きの書類に添付してください。 
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枚 記念所持用ナンバープレート破壊依頼書に必要事項を記入し、代金を添えて

申し込みください。 

 

ｂ 記念所持用ナンバープレート破壊依頼書・受領書 

 

 

３ 申し込み受付後, おおよそ１０分から３０分程度で作業は完了いたします。 

  ただし、ナンバープレートの状態によっては、１週間程度お持ちいただく場

合があります。 

 

４ ナンバープレートとともにお渡しする受領書には、取扱の注意事項が記載

されておりますので、大切に保管してください。 

 

〔ご注意〕ナンバープレートは、法令により不正使用が禁止されているため、記

念所蔵されるナンバープレートを車両に取り付けて運行することはできません。 


